
船舶事故調査報告書 

令和元年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 わかめ養殖施設損傷 

発生日時 平成３１年１月４日 ０６時４５分ごろ 

発生場所 大阪府泉南市樽井
た る い

漁港北東方沖 

 樽井漁港西防波堤灯台から真方位０５４°８５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２３.３′ 東経１３５°１６.０′） 

事故の概要  プレジャーボートMAKI
マ キ

Ⅲは、航行中、わかめ養殖施設に乗り入れ、

養殖区画のロープを切断した。 

事故調査の経過 令和元年８月２６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート MAKIⅢ、５トン未満（長さ８.５５ｍ） 

 ２５０－３５７４８大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

わかめ養殖施設 養殖区画のロープに切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日出時刻：０７時０６分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せて航行中、わか

め養殖施設に乗り入れ、養殖区画のロープを切断した。 

船長は、養殖施設の存在を知らず、沿岸域を航行していたが、本事

故後、付近に同区画を示す浮標を確認した。 

分析 本船は、航行中、船長が養殖施設の存在を知らずに沿岸域を航行し

ていたところ、わかめ養殖施設に乗り入れたことから、養殖区画のロ

ープを切断したものと推定される。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、本船が、航行中、船長が養殖施設の存

在を知らずに沿岸域を航行していたところ、わかめ養殖施設に乗り入

れたため、発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行予定海域の水路調査を行い、養殖施設の設置区域、標

識灯等の位置を把握しておくこと。 

 ・養殖施設の設置区域付近を航行する場合は、標識灯等を見落とさ

ないようにするとともに、十分に距離を隔てて航行すること。 

 

  


